
資料７－１

No 報告日時 報告者名 免状番号 事案概要 違反条項名 事業者が行った処分
水道施設の機能に
与えた障害等の有無

厚労省の処分

1 平成11年7月27日
京都市上下水道
事業管理者

68752 配水管からの分岐工事を事業者の承認を受けずに行った。
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２項

口頭注意 特になし 警告文

2 平成12年11月17日 茅野市長 121936
工事の施工に当たり、適切に作業できないものに工事を施工させ
た。水道局の承認を受けた工法によらなかった。また、虚偽の報
告を行った。

水道法２５条の８
水道法施行規則第３６条第１項第２号及び第３号
水道法２５条の１１第１項第６号

指定停止　７日間 特になし 警告文

3 平成12年12月12日 千葉県水道局長 76055
給水装置工事を施工中に隣接区画の給水管工事を依頼され、水道
局の承認無しに配水管からの取り出し工事を行った。

千葉県水道事業給水条例第５条
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２項

指定停止　１ヶ月 特になし 警告文

4 平成12年12月12日 千葉県水道局長 6083
建築主に対し、水道局の承認無しに長期間不正に水道を使用させ
た。

千葉県水道事業給水条例第５条
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２項

指定停止　３ヶ月 特になし 警告文

5 平成13年2月9日 千葉県水道局長 134430
施行を下請け業者に完全に任せ、また水道局への工事検査の申請
を怠り、建築主に対して不正に水道を使用させた。

千葉県水道事業給水条例第６条
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２項

指定停止　１ヶ月 特になし 警告文

6 平成13年4月3日 千葉県水道局長 136484 水道局の承認無しに工事を行った。不正に水道を使用した。
千葉県水道事業給水条例第５条
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２項

指定停止　３ヶ月 特になし 警告文

7 平成17年1月4日 千葉県水道局長 104192 水道局の承認無しに工事を行った。不正に水道を使用した。
千葉県水道事業給水条例第５条
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２項

指定停止　６ヶ月 特になし 警告文

8 平成17年5月23日 千葉県水道局長 176896
水道局の承認無しに工事を行った。不正に水道を使用した。井戸
水配管と接合した。

千葉県水道事業給水条例第５条
水道法２５条の４第３項第２号から第４号

指定停止　６ヶ月 特になし 警告文

9 平成17年7月11日 東京都水道局長 175830
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用した。

東京都水道事業給水条例第６条第２項第１号
水道法２５条の４第３項第１号及び第２号
同法同条同項第４号
同法施行規則第２３条第２項及び第３項

工事自粛勧告　１ヶ月 特になし 警告文

10 平成18年2月9日
熊野町水道事業

管理者
16969

施行を下請け業者に完全に任せ、また水道局への工事検査の申請
を怠り、建築主に対して不正に水道を使用させた。

水道法２５条の４第３項第１号～第４号
水道法施行規則第２３条第３号

指定停止　４ヶ月 特になし 警告文

11 平成18年6月6日
江別市水道事業

管理者
122190

水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用した。

水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定停止　６ヶ月 特になし 警告文

12 平成18年11月1日
堺市上下水道事業管理

者
8395

水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用した。（違反件数延べ61件）

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定取り消し 特になし 警告文

13 平成18年3月30日 東京都水道局長 97130
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用した。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

工事自粛勧告　１ヶ月 特になし 警告文

14 平成18年2月2日 今治市長 81621
クロスコネクションにより配水管内を流れる浄水に地下水（塩
水）が混入した。また、無届工事であるため、工事の完了の報告
を行わなかった。

水道法２５条の４第３項第１、３、４号
水道法施行規則第２３条第３号

検討中 特になし 警告文

15 平成20年1月4日 札幌市水道事業管理者 47633
水道局の承認無しに工事を行った。不正に水道を使用した。（違
反件数延べ３件）

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定停止　２ヶ月 特になし 警告文

16 平成20年11月18日 千葉県水道局長 215442 水道局の承認無しに工事を行った。不正に水道を使用した。
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指名停止　１カ月 特になし 警告文

17 平成20年12月3日 鳥取市長 69763
水道事業者に対する工事申請及び工事完了検査が実施されてお
り、水道事業者による確認が実施されたものの、その際にも誤接
合を発見できず、住民が居住後に誤接合であることが判明した。

明確に水道法違反とまでは言えないものの、事故の
再発防止の観点から、主任技術者に対し注意喚起を
図るための事務連絡文書を発出。

特になし 注意喚起
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18 平成20年12月11日 湯浅町長 77464
水道事業者に対する工事申請及び工事完了検査が実施されてお
り、水道事業者による確認が実施されたものの、その際にも誤接
合を発見できず、住民が居住後に誤接合であることが判明した。

明確に水道法違反とまでは言えないものの、事故の
再発防止の観点から、主任技術者に対し注意喚起を
図るための事務連絡文書を発出。

特になし 注意喚起

19 平成21年1月19日 深谷市長 105794
水道事業者に対する工事申請及び工事完了検査が実施されてお
り、水道事業者による確認が実施されたものの、その際にも誤接
合を発見できず、住民が居住後に誤接合であることが判明した。

明確に水道法違反とまでは言えないものの、事故の
再発防止の観点から、主任技術者に対し注意喚起を
図るための事務連絡文書を発出。

特になし 注意喚起

20 平成21年5月22日
大津市水道、ガス管理

事業者
133461

水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用した。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第１号、第２号及び第３号

指定取り消し 特になし 警告文

21 平成21年7月9日 青森市公営企業管理者 91800
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用した。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定取り消し 特になし 警告文

22 平成22年2月16日 守口市水道局長 78728
水道事業者に対する工事申請及び工事完了検査が実施されてお
り、水道事業者による確認が実施されたものの、その際にも誤接
合を発見できず、住民が居住後に一定期間が経過してから誤接合

明確に水道法違反とまでは言えないものの、事故の
再発防止の観点から、主任技術者に対し注意喚起を
図るための事務連絡文書を発出。

特になし 注意喚起

23 平成22年2月26日 千葉県水道局長 60443
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定停止　１ヶ月 特になし 警告文

24 平成22年3月26日 札幌市水道局長 98443
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用させた。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定停止　６ヶ月 特になし 警告文

25 平成23年2月7日 千葉県水道局長 224922
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用させた。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定停止　３ヶ月 特になし 警告文

26 平成23年3月28日 札幌市水道局長 98443
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。

水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第１、２、３号

指定停止　６ヶ月
（～H23.9.28）

特になし
聴聞（H23.9.15欠席）

返納命令

27 平成23年12月13日
佐世保市水道事業及び
下水道事業管理者

97491
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。不正に水道を使用させた。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第２号及び第３号

指定停止　６ケ月
指定取消
告訴（無許可のため、罰

特になし 警告文

28 平成24年3月30日 八戸圏域水道企業団 223514 工事の完了報告を行わなかった。不正に水道を使用させた。
水道法２５条の４第３項第３、４号
水道法施行規則第２３条第３号

指定停止　２ケ月
（H24.3.6）

特になし 警告文

29 平成24年5月15日 札幌市水道局 239075
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。

水道法２５条の４第３項第１、２、４号
水道法施行規則第２３条第１、２、３号

指定停止　３ケ月
（H24.3.30）

特になし 警告文

30 平成24年7月27日 宮崎市上下水道局 4445
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。メーターの不正使用。

水道法２５条の４第３項第１、２、３、４号
水道法施行規則第２３条第１、２、３号

指定取消
（H23.11.4）

特になし 警告文

31 平成24年10月2日 千葉県水道局 239486
水道局の承認無しに工事を行った。工事の完了報告を行わなかっ
た。

水道法２５条の４第３項第１、２、３、４号
水道法施行規則第２３条第１、２、３号

指定停止
（H24.10.1）

特になし 警告文

32 平成25年3月28日 横浜市水道局長 244723 水道局の承認無しに工事を行った。メーターの不正使用。
水道法第25条の4第3項
水道法施行規則第23条第1項

指定取消
（H25.3.1)

特になし 警告文

33 平成25年6月19日 高槻市水道部 61690 給水装置の構造及び材質に関する基準への適合の確認の有無
水道法第16条
施行令第５条第１項６号関係

文書による注意 特になし 警告文

34 平成25年7月2日 小田原市長 28690 水道局の承認及び道路管理者の掘削の許可無しに工事を行った。
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第２号

指定停止　６ヶ月
（H25.4.15）

特になし 警告文

35 平成25年6月11日 大崎市長 133093 無届工事及び自社の量水器を使用しての水道の不正使用。
水道法２５条の４第３項第１，２，３，４号
水道法施行規則第２３条第２，３号

指定取消
（H25.3.11)

特になし 警告文

36 平成25年6月11日 大崎市長 29434 偽造した写真の添付。 水道法２５条の４第３項第１号
指定停止　６ヶ月
（H25.3.11)

特になし 警告文

37 平成25年10月18日 八雲町長 53093 未承認工事、無断通水及び虚偽報告
水道法２５条の４第３項第４号
水道法施行規則第２３条第１，２，３号

指定取消
（H25.10.16)

特になし 警告文

38 平成26年2月6日 横浜市水道事業管理者 210070 未承認工事、無断通水 水道法２５条の４第３項第１，２号
指定停止　120日
（H26.1.14)

特になし 警告文


